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厚生労働省の動き

 H16.12.24 ガイドライン

 個人情報保護法の医療分野における解釈基準

 H17.3.28 ガイドラインＱ＆Ａ

 呼出、院内掲示など各場面ごとの解釈指針

 H17.3.31 医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン

 情報システムに関して取るべき安全管理措置を
示す。
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安全管理「最低限のガイドライン」

 組織的安全管理
 個人情報参照可能な場所については、来訪者の記録・識
別等の入退管理を行うこと。

 物理的安全管理
 個人情報を参照できる端末が設置されている区画は、権
限者以外立ち入ることができない対策を講じること。

 個人情報の物理的保存を行っている区画への入退管理
を実施すること。名札の着用。台帳記入。

 電子カルテやオーダーエントリーシステムのシステ
ムに関して、上記の要求を守れるか？
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現行の罰則

 刑法
 秘密漏示罪→６月以下の懲役又は１０万円以下の罰金

 民間向け個人情報保護法
 主務大臣の命令に違反（助言→勧告→命令）
→６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

 独立行政法人等個人情報保護法など
 職員が正当な理由なしに個人の秘密を提供
→２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

 職員が不正な利益を図る目的で個人情報を提供
→１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

 職員が職権を濫用して目的外で個人の秘密を収集
→１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
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罰則の強化

 自民党の情報漏洩罪検討プロジェクトチー
ムの決定

 従業員（受託者の従業員を含む）に対し、個人
情報をみだりに他人に知らせたりすることを禁じ
る条項を追加。

 不正な利益を得る目的で情報を提供したときは、
一年以下の懲役か五十万円以下の罰金。

 今国会では未提出。しかし、政府委員は前
向きに検討していると答弁。
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漏洩事故の頻発

 ノートＰＣの盗難
 H17.4 １８万５０００人分の患者情報の入った
ノートＰＣが盗難に遭う（カリフォルニア州）

 Ｐ２Ｐソフト利用ＰＣのウィルス感染
 H17.3 医師のＰＣに検査結果のデータを移し
て研究利用していたところ、そのＰＣがウィルス
感染し、５０人のデータ流出

 H17.3 同様のルートで６３人の診療記録が流
出

病院の使用者責任回避

医師による持ち出しを制限する必要性
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目的外利用

 退職医師の持ちだし
 H17.4 退職した医師が元勤務先から担当した
患者の情報９８１人分を持ち出し、挨拶状を送る。

 H17.5 県がんセンター中央病院の前副院長
（個人情報保護担当者）が、自ら診療所を開設
する際、担当した患者の住所や病名など７６５人
分の個人情報を無断で持ち出した

病院の使用者責任回避

公表している利用目的の意味を徹底する必要
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開示のミス

 他人の個人情報を開示

 元患者から請求を受けて開示した診療記録のう
ちＭＲＩ検査報告書の控えなど３３５枚が他人の
ものだった
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病院によるプライバシー権侵害事例

 千葉地裁平成12年6月12日
 会社主催の健康診断で、従業員に無断で、医療機関にＨ
ＩＶ検査を依頼し、医療機関はその結果を会社に報告した
事例

 特段の必要性がないのにＨＩＶ検査を行い、その結果を報
告することは、プライバシー権を侵害して違法

 仮に必要性があったとしても本人の同意を得ないと違法

 会社 200万円の損害賠償
 医療機関 150万円の損害賠償
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病院類似の機関によるプライバシー権侵
害事例

 東京地裁平成7年6月22日
 心理カウンセラーが面接により知り得た相談者
の私的事柄を無断で自らの著書（心理カウンセ
リングに関するもの）に掲載した

 氏名等は示していないが、年齢、学歴、職歴、家
族関係、異性関係などの描写から特定可能

 60万円の損害賠償
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プライバシー権侵害の慰謝料額
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団体訴訟制度の創設

 国民生活審議会 消費者団体訴訟検討委
員会
 消費者被害の差止請求を個々の消費者が行う
のではなく、消費者団体が代わりに行える制度

 消費者団体が提起した訴訟の効果は、個々の
消費者に及ぶ

 消費者契約法違反行為の差止請求権のみが認
められる模様
損害賠償責任の免除などの不当条項の使用差止

不当な勧誘行為の差止
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クラスアクションの可能性

 クラスアクションとは
 同一の原因に基づいて生じる請求権を有する多
数の者（クラス）を代表して、個々の者の行為を
要せずに、代表者が訴訟を提起・追行し、その
結果が個々の者に及ぶ訴訟制度

 日本での導入可能性
 個々の者の手続に参加する権利を保障できな
い。

 民訴法、独禁法改正時にも導入が検討されたが、
見送り。
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被害者の組織化

 東京地方裁判所 係属中
 ＴＢＣが管理していた約3万7000人もの顧客・ア
ンケート協力者の個人情報がネット上に流出す
るという事件

 ＴＢＣ事件では、弁護団が結成され、弁護団のＨ
Ｐで訴訟への参加を呼びかけ→現在14名

 委任状等をＨＰからダウンロードし、必要事項を
記入の上、弁護団に郵送して、着手金２００００
円を振り込めば、原告に加わることができる。
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遺族からの開示請求

 死者の情報が遺族の情報でもある場合＝個人情報
 東京都の解釈指針「請求者が死者である被相続人から相続し
た不法行為による損害賠償請求権等に関する情報」

 遺族は複数
 複数の遺族にとっての個人情報になる

 一方遺族への開示が他方遺族のプライバシー権侵害になる
ケースあり（死者のプライバシーが侵害されることで遺族の追慕
感情が害されるという法律構成）

 「ある遺族には見せるな」という生前の意思表示がある場合は、
当該遺族に開示すると、他の遺族からの損害賠償請求を受け
る可能性あり

 診療情報提供指針「生前の意思、名誉等を十分に尊重 」
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大規模災害時の問合せ

 発端
 福知山線の列車事故の際に、家族からの問合せや、報
道機関からの問合せに応じなかった病院があった。

 厚生労働省ＱＡ集
 本人の安否を家族に伝えることで、本人又は家族の生命、
身体等の保護に資する場合は、例外として許される。

 報道機関については、法は例外としているが、例外とされ
るのは報道機関における取扱い。医療機関からの提供
は「報道機関における取扱い」の問題ではない。→例外
には当たらない。
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お問い合わせ等

 ひかり総合法律事務所

 ＴＥＬ ０３－３５９７－８７０１

 メールアドレス
 atsushi.hiraoka@nifty.ne.jp


